
川崎市介護職員初任者研修受講・就労促進事業
及び川崎市実務者研修受講・就労促進事業

健康福祉局長寿社会部

高齢者事業推進課計画推進係



目 的

質の高い介護人材を確保するため、介護職員初任者研修
及び実務者研修の資格取得後、市内介護保険サービス事
業所等に一定期間継続して就労している方に、研修受講料
を全額補助します。



補助対象職員の要件

・研修の修了日が、申請日の1年以内の方

・市内事業所・施設に直接雇用されている方（派遣社員は対象となりません）

・本事業の補助を含め、これまでに当該申請に係る研修費用について雇用主や他機関から
補助を受けていない方

・就業開始日が、申請日前1年の期間内であること※初任者研修のみ

介護職として、市内事業所に就業開始日を起算日として3か月以上
継続して就業した次のすべてに該当する職員



令和６年度 補助予定人数

※補助予定人数はあくまでも目安であり、前後する場合があります
猶予があるかどうかについては、適宜お問い合わせください

初任者研修受講者：２０名

実務者研修受講者：３０名

提出書類については全て揃った時点での申請受理となりますので、
余裕を持った御準備や御提出をお願い致します



補助金申請に必要な書類
・申請書（第１号様式）

・就業証明書（第２号様式）

・受講期間が確認できる書類

・申請者が受講料を支払ったこと及び金額を証明する領収
書又はそれも類する書類の写し

・研修の修了証明書の写し

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000086175.html
↑上記HPより申請様式をご確認ください

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000086175.html


よくある質問
質問：研修実施機関の指定はあるのか

⇒回答：ありません。神奈川県のHPにて神奈川県知事が指定する事業所一覧が公開されてい
ますので、そちらからお探しください。

初任者研修：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3840/ 

実務者研修：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f533597/index.html 

質問：研修費用を雇用事業者が立替えたが、その場合は事業者が補助金を受領できるのか

⇒回答：研修受講者個人に交付するものですので、事業者が受領することはできません。また、
事業者が立替えた場合、事業者が受講料を支払ったことを証する書類及び受講者本人が立替
分の費用を事業者に支払ったことを証する書類を申請時に御提出ください。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3840/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f533597/index.html


申請方法

令和6年度の申請期限 2025年3月14日（金）

※補助予定人数に達した場合、期限前に終了とさせていただきます。

◆オンライン手続き：https://logoform.jp/form/FUQz/97903
上記オンラインフォームより必要書類を添付し御申請ください。

◆郵送による手続き：下記郵送先へ必要書類を揃えて御提出ください。
郵送先
〒２１０－８５７７
川崎市川崎区宮本町1番地 TEL：０４４－２００－２６５２
健康福祉局高齢者事業推進課

https://logoform.jp/form/FUQz/97903


川崎市介護職員
家賃支援事業補助金

令和６年７月



目 的

市内の介護保険施設及び介護サービス事業所を
運営する法人を経由して、介護職員の住宅費負
担を軽減することで、介護職員の働きやすい職場
環境を実現し、介護人材の確保・定着を図ること
を目的とする。



補助対象職員の要件

・訪問介護員または介護職員（通所・入所系）

・１日６時間以上、週５日以上勤務する雇用契約を締結していること（派遣職員を除く）

・補助対象職員１名につき１住居

・住居は市内の民間賃貸住宅

・過去に他法人において本補助金又は川崎市障害福祉サービス事業所等職員家賃支援事業
補助金の交付を受けていないこと

・かわさき健幸福寿プロジェクトに積極的に参加すること

令和４年４月１日以降に新たに法人に採用された市内事業所に
従事し、次のすべてに該当する職員



令和６年度 補助金申請スケジュール

対象期間 申請締切

令和６年４～６月分 令和6年7月8日（月）

令和６年７～９月分 令和6年10月10日（木）

令和６年10～12月分 令和7年1月10日（金）

令和７年１～３月分 令和7年4月8日（火）

※対象期間以前分の遡り申請はできませんのでご注意ください。



補助金申請に必要な書類
・川崎市介護職員家賃支援事業計画書（第２号様式）

・川崎市介護職員家賃支援事業収支予算書（第３号様式）

※不動産賃貸借契約書の写し

※雇用契約書等、雇用を証明できる書類

※住民票写し
【※内容に変更がない場合は、当該年度内においては、以降の申請時に省略可】

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140975.html
↑上記HPより申請様式をご確認ください

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140975.html


補助金申請方法
◆補助金申請

オンライン手続き https://logoform.jp/form/FUQz/237804
◆実績報告提出

オンライン手続き https://logoform.jp/form/FUQz/237843

なお、各手続きに必要な様式やFAQなどは川崎市介護職員家賃支援事業のページ

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140975.htmlをご覧ください。

https://logoform.jp/form/FUQz/237804
https://logoform.jp/form/FUQz/237843
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140975.html


川崎市介護職員家賃支援事業事務フロー

介護職員
（市内在住・在勤）

事業所運営法人

川崎市役所
（高齢者事業推進課） ③交付申請

・介護職員一覧表
・事業計画書
・収支予算書
・不動産賃借契約書（写）
・雇用証明書
・住民票（写）

⑤請求書

④決定通知書

⑥補助金交付

⑧実績報告書（年度末）

・収支決算書
・給与明細書又は賃金台帳
・精算

⑦給与の支払い

・家賃月額の1／２補助
（上限3万円）
賃借料・共益費・管理費

②挙証資料の提出

・家賃を払ったこと
が分かる書類

・不動産賃貸借契約書（写）
・住民票（写）

①家賃支払い

①家賃支払い



ご清聴ありがとうございました


